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伊勢市立小中学校共同実施組織規程の一部を改正する訓令をここに公

布する。 

 

 

平成 31 年２月 14 日  

 

伊 勢 市 教 育 委 員 会 

教育長 北村 陽 
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伊勢市教育委員会訓令第１号 

   伊勢市立小中学校共同実施組織規程の一部を改正する訓令 

伊勢市立小中学校共同実施組織規程（平成18年伊勢市教育委員会訓令第

１号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１第３グループの項中「豊浜中学校 北浜中学校 小俣中学校」

を「小俣中学校 桜浜中学校」に改める。 

附 則 

この訓令は、平成 31 年４月１日から施行する。 
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伊勢市告示第９号 

 

 伊勢市岡本町財産区議会を次のとおり招集します。 

 

  平成 31 年２月８日 

 

                      伊勢市長 鈴 木 健 一 

 

１ 招集の日時   平成 31 年２月 18 日（月）午後５時 

 

２ 招集の場所   伊勢市岡本２丁目２番 30 号 

          伊勢市岡本町財産区岡本会館２階小会議室 

 

３ 付議すべき事件 

  議案第１号 平成 31 年度伊勢市岡本町財産区予算 
  議案第２号 平成 30 年度伊勢市岡本町財産区補正予算（第１号） 
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伊勢市告示第 10 号 

 

道路の区域変更について 

 

道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 18 条第１項の規定により、次のよ

うに道路の区域を変更しました。 

その関係図面は、伊勢市都市整備部維持課において告示の日から２週間

一般の縦覧に供します。 

 

 平成 31 年２月 12 日 

 

伊勢市長 鈴 木 健 一     

 

道路の

種 類 
路線名 区  間 

新旧 

の別 

敷地の幅員 

ﾒ-ﾄﾙ 

延長 

ﾒ-ﾄﾙ 

市 道 
神田久志

本黒瀬線 

神田久志本町 761 番 1 地先から 

神田久志本町 761 番 1 地先まで 

旧 5.0～5.6 28.3 

新 5.7～11.7 28.3 
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伊勢市教育委員会告示第７号 

 

伊勢市教育委員会会議を次のとおり招集します。 

 

  平成 31 年２月７日 

 

                    伊勢市教育委員会 

                    教育長 北 村  陽 

 

記 

 

１ 日 時  平成 31 年 2 月 13 日（水）午後７時 00 分 

２ 場 所  伊勢市教育委員会（小俣総合支所）２階 第１・２会議室 

３ 会議に付する事件  

   議案第４号  平成 31 年度教育関係予算について 

   議案第５号 平成 30 年度教育関係補正予算（第５号）について 

   議案第６号 伊勢市立公民館条例等の一部改正について 

   議案第７号 伊勢市附属機関条例の一部改正について 

   議案第８号 伊勢市文化財保護条例の一部改正について 

   議案第９号 伊勢市観光文化会館改修工事（機械設備工事）の請負契約に

ついて 

   議案第 10 号 伊勢市立の小学校及び中学校の管理運営に関する規則の一部 

改正について 

     

6



伊勢市選挙管理委員会告示第１号 

 

 

 平成 31 年４月７日執行予定の三重県知事選挙及び三重県議会議員選挙に伴い、 

 

平成 31 年２月 23日から同年４月７日までの間は、公職選挙法施行令（昭和 25 年 

 

政令第 89 号）第 17 条ただし書の規定により、選挙人名簿の移替えを行わず              、 

 

平成 31 年４月８日以後に延期します。 

 

 

 平成 31 年２月５日 

 

                    伊勢市選挙管理委員会 

                       委員長 竜 田 節 夫 
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伊勢市選挙管理委員会告示第２号 

 

 公職選挙法（昭和 25 年法律第 100 号）第 28 条の４第７項の規定による、 

 

公職選挙法第 28 条の２第１項及び第 28 条の３第１項の申出に係る選挙人 

 

名簿抄本の閲覧（総務省令で定めるものを除く。）状況の公表方法等を下記 

 

のとおり定めます。 

 

 

 平成 31 年２月５日 

 

                   伊勢市選挙管理委員会 

                      委員長 竜 田 節 夫 

 

 

記 

 

 

１ 公表の方法         伊勢市公告式条例による 

 

２ 公表に係る閲覧状況の期間 

自 平成 30 年１月１日 

至 平成 30 年 12 月 31 日 

 

３ 公表の時期         平成 31 年２月 
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 伊勢市選挙管理委員会告示第３号 

 

 公職選挙法（昭和 25 年法律第 100 号）第 28 条の４第７項の規定により、 

 

公職選挙法第 28 条の２第１項及び第 28 条の３第１項の申出に係る選挙人 

 

名簿の抄本の閲覧（総務省令で定めるものを除く。）の状況について、次の 

 

とおり公表します。 

 

 

 平成 31 年２月５日 

 

                  伊勢市選挙管理委員会 

                     委員長 竜 田 節 夫 

 

 

記 

 

１ 公表に係る閲覧状況の期間 

自 平成 30 年１月１日 

至 平成 30 年 12 月 31 日 

 

２ 閲覧の状況         別紙のとおり 
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伊勢市農業委員会告示第２号 

 

 伊勢市農業委員会第 158 回総会を次のとおり招集します。 

 

  平成 31 年２月７日 

 

伊勢市農業委員会 

会長 早川 繁一 

 

 

１ 招集の日時  平成 31年２月 13日（水）午後１時 30分 

 

２ 招集の場所  伊勢市役所 御薗総合支所 ２－４会議室 

 

３ 付議すべき事項 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について 

議案第３号 農地法第５条の規定による許可後の事業計画変更申請について 

議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第５号 伊勢市農用地利用集積計画について(農林水産課提案) 

議案第６号 ＪＡ伊勢農地利用集積円滑化事業規程の承認について(農林水産課 

提案) 
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伊勢市公告第６号 

 

 農業経営基盤強化促進法（昭和 55 年法律第 65 号）第 18 条第１項の規定

により、次のように農用地利用集積計画を定めましたので、同法第 19 条の

規定により公告します。 

 

平成 31 年２月１日 

 

伊勢市長 鈴 木 健 一 

 

 「次」は省略し、その関係書類を伊勢市産業観光部農林水産課に備え置

いて縦覧に供します。 
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伊勢市上下水道事業公告第１号 

 

 伊勢市政策意見提出制度（パブリック・コメント制度）実施要綱（平成

17 年 11 月１日施行）第８条第１項の規定により、次のとおり伊勢市水道

事業ビジョン（案）に関するパブリック・コメントの結果を公表します。 

 

 平成 31 年２月 14 日 

 

伊勢市長 鈴 木 健 一 

 

１ 案の題名 

  伊勢市水道事業ビジョン（案） 

２ 案の公告日 

  平成 30 年 11 月 28 日 

３ 提出された意見の概要 

  別紙のとおり 

４ 提出された意見に対する市の考え方 

  別紙のとおり 

５ 案の修正内容 

  別紙のとおり 

 

 「別紙」は省略し、その関係書類を伊勢市上下水道部上水道課に備え置

いて縦覧に供します。 
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